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私たちはお客様の“元気”をサポートします！

カカカンンンボボボジジジアアア訪訪訪問問問記記記！！！

二年ぶりに、事務所で支援している里子に会うためにカンボジアの孤児院を訪問しました。昨年はバング

ラデシュ訪問のために７年間で初めて孤児院訪問ができず里子にも寂しい思いをさせてしまったこともあ

り、今年はタイトな時間をかなり無理して二泊四日のカンボジア教育視察弾丸ツアーに参加しました。 

メンバーは孤児院の運営母体 School Aid Japan（ＳＡＪ）の渡邉理事長（元ワタミ会長）以下、金沢のゴ

ーゴーカレー宮森社長、Ｄｅｌｉｇｈｔの高橋社長、サントリーさんやアサヒビールさん等々以前からＳＡ

Ｊを支援しているお馴染みのメンバーでしたが、今回は、長年、孤児院を見せたいと思っていた幼稚園教諭

の下の娘も同行できることになり、タイトな中にも個人的には嬉しさもある楽しい旅になりました。 

● 肌で感じる経済成長！夢！熱！ 

二年ぶりにカンボジアを訪問して驚いたのは目を見張る経済成長の 

                  流れです。ホコリだらけでスラムのように見えた町並みも綺麗な店舗 

                  が増え、二年前には建設中だったアイススケートリンクやテレビスタ 

                  ジオも入ったイオンモールも完成し、日本と全く変わらない一流ブラ 

                  ンドが並びます。デコボコだった国道も日本のＯＤＡにより倍の道幅 

 へ拡張工事が進み舗装も綺麗になっていました。縫製工場の女工さんの月収が一昨年５０ドル、昨年１００

ドル、今年は２００ドルと上昇の一歩。「二年前までは昼食代は１ドルだったけれど今は３ドルです。数年後

には５ドル（６２５円）になると思います。そしたら日本のサラリーマンと変わりません」と誇らしげに胸

を張る通訳の青年の顔が未来に向かって明るく輝いていました。もちろんプノンペンから少し離れればまだ

まだヤシの葉で葺いた小屋のような家が立ち並びますが、それでも二年前には感じられなかった経済成長に

より未来を夢見る若者のパワーと熱が感じられるようになりつつあります。 

● 使命とは「命を削る何か」を見つけること．．． 

二日目は、里親チームは、参列者が３千人にもなり次期首相と目され 

るソーケン副首相が参列し、渡邉理事長がカンボジア政府から勲章を授 

与される「日本・カンボジア友好学園」の開校式をサボって孤児院を訪 

問して子供たちとたっぷり遊びました（笑）。電気も通わずクーラーも 

無い猛暑の学園で子供たちとサッカーやボール投げ、鬼ごっこと．．．も 

うヘロヘロになりました～。でも、どの子も可愛くて可愛くて、沢山のパワーと癒しと勇気をもらいました。

一昨年、昨年と二年続いて孤児院の卒業生が国立プノンペン大学に合格し、フン・セン首相から「奇跡だ」 

とのお言葉をいただいたようですが、今年もゴミを拾って命を繋いできた７人の孤児が医者やエンジニアや

会計士になる夢に向かって国立大学を受験します。貧しくても真正面から自分の人生と戦おうとしているこ

の子供たちに比べて、百倍も恵まれた環境にいる日本の子供は？と思うと一気に胸が苦しくなりました。 

同年代の女性メンバーが、電気も水道も通わない異国の僻地で小学生から高校生まで７０数人の孤児の命

と人生に責任を持って働く姿を観た娘が、帰国する飛行機の中で「いいな、あれが仕事
．．

なん
．．

だね。結婚して

子供を生むこと考えると難しいけど、もし結婚諦めたら、私もあんな仕事に一生を掛けてみたい」と笑いな

がら話すのを聞きながら．．．娘に伝えたいと思ったことは、シッカリと伝わったと確信しました（笑） 



ｐ

今今月月ののワワンンポポイインントト！！ ((担担当当：：外外崎崎))

◆◆◆平平平成成成２２２７７７年年年１１１０００月月月よよよりりりスススタタターーートトト！！！マママイイイナナナンンンバババーーーののの収収収集集集方方方法法法

平成２７年１０月から、住民票を有する国民一人一人にマイナンバーが通知されます。マイナンバーは年

金・雇用保険・医療保険の手続き、確定申告等の税の手続きなどで記載が求められることとなり、事業主は

それに伴い、従業員や取引先のマイナンバーを収集しなければなりません。マイナンバー通知まで２ヶ月と

迫っているなか、今回は事業主が従業員のマイナンバーを収集する際のポイントについてご説明します。 

● 通知カードと個人番号カード 

平成２７年１０月からマイナンバーを通知するための通知カードと個人番号カード公布申請書が配布され

ます。それらを受け取り次第、市区町村に申請すると平成２８年１月以降、個人番号カードを受け取ること

ができます。通知カードはすべての方に送られますが、顔写真が入っていないため、本人確認（※）のとき

には、別途顔写真付きの証明書（運転免許証、パスポート等）が必要となります。一方、個人番号カードは

裏表１枚で番号確認と身元確認ができるため、実務上は早期の個人番号カード取得をおすすめします。 

※「本人確認」とは下記２条件を満たすことをいい、マイナンバー収集の際に必ず行わなければいけません。 

①番号確認…正しい番号であることの確認 

②身元確認…手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認 

● マイナンバー収集のタイミング 

平成２７年１０月からマイナンバーの通知が開始され、平成２８年１月以降、社会保障、税の手続きで、

各申請書にマイナンバーを記載することとなります。ここで、平成２７年１０月の通知後からマイナンバー

の収集は可能となりますが、国が利用開始する平成２８年１月時点で収集されている必要は決してありませ

ん。例えば、平成２９年の初めに平成２８年分の源泉徴収票が作成されるため、それまでに収集されていれ

ば問題ないためです。 

ただし、平成２８年での中途退職者は、退職時点でマイナンバーを収集されていなければいけません。 

また、内定者については、正式に内定通知がなされ、入社について誓約書を提出している等、確実に雇用

が予想される場合（入社後に源泉徴収票を提出することが予想される場合）、その時点でマイナンバーの提供

を求めることができます。 

● マイナンバー収集と本人確認 

マイナンバー制度では、個人番号を収集するとき、個人番号の利用目的の明示と厳格な本人確認が求めら

れます。しかし、利用目的明示の際、従業員に対してマイナンバー記載書類の提出先を示す必要はありませ

ん。利用目的を示せば提出先も明らかになっていると解されるためです。本人確認については、先述の通り、

番号確認と身元確認を指しますが、具体的な確認方法は下記のようになります。

（１） 従業員の本人確認

事業主は従業員の個人番号カードにより本人確認を行います。個人番号カードがない場合は通知カードで

番号確認を、運転免許証等で身元確認を行うことになります。

（２） 従業員の扶養親族の本人確認

① 給与所得の扶養控除申告書

事業者への提出義務者は従業員であり、扶養親族のマイナンバーの本人確認は従業員が行うため、事業

者が扶養親族の本人確認を行う必要はありません。

② 国民年金の第３号被保険者の届出

事業者への提出義務者は扶養親族であることから、扶養親族マイナンバーの本人確認が必要です。ただ

し、実務上は従業員が代理人として扶養親族の本人確認を行うことが多くなると考えられます。



““ 経経営営塾塾 ：： 人人材材育育成成 ””

 ちょうど４年前の記事ですが、中小企業の事業承継問題はますます重大な課題になりつつあります。 

  経営者は会社を作ったと同時に、会社の出口（社長の辞め方）と同時に自分のリタイヤメントプランを明

確にして日々仕事を進める必要があります。 

【旧経営者へのメッセージ 201109.14 ブログより再掲】 

★★★ 社社社長長長、、、「「「生生生涯涯涯現現現役役役」」」はははダダダメメメででですすすよよよ！！！

今月１０日の土曜日に「ＮＮ構想の会首都圏地域会の第二期後継者育成塾」がスタートしました。時代と

社会の変化に伴い激変する経営環境に対応して、自己と組織を革新し続けられる「自己革新力」を備えたタ

フな後継者を育てていきたいと思います。そして、フレキシブルに変化していくための基盤である、絶対に

ブレない自分自身と組織の「軸」を持った経営者に育ってもらいたいと思います。

団塊の世代の引退時期を迎え、中小企業にとって最大の課題と成りつつある「事業承継」．．．後継者の育成

も大切ですが、経営者の側にも考えなければならないたくさんの問題が生じています。

● 家をもらえば妹が反発必至

先日、ある経営者から「会長に一言注意してもらえませんか」と困り顔で相談がありました。数年前に引

退した会長が今でも毎日会社に顔を出し、幹部を捕まえては「そんなやり方じゃダメだ」と何時間も小言を

繰り返していて社内のモチベーションが上がらずに苦労しているとのことです。

また、ある会社でも、退職して一般社員になった前社長（父親）が毎日出勤して現場で仕事をしているの

で組織的には非常に経営がやりにくく、前社長に「現場に入らないでもらえないかな」と相談したら「イヤ

ならお前が辞めろ」と怒鳴られたとのことです。どちらが社長なのか分かりません（汗）

また、別の会社では、同様に数年前に引退した会長が毎朝出勤し、経営環境の変化に対応して経営革新と

新事業構築に必死で取り組んでいる社長に対して、「余計なことするな」「俺が教えた通りにやれ」と毎日の

ように説教を繰り返し、社長が依頼しているコンサルタントや専門家を怒鳴りつけることもあるとのこと。

ある勉強熱心な後継者から「そろそろ社長を交代するように先生から話して貰えませんか」との相談があ

りました。後継者も既に４０代半ば、仕事の経験も実力も身に付き、勉強熱心で経営環境の変化と戦う為の

準備万端で力が漲っているのに．．．７０代になった社長は引退時期を決められずズルズルと保守的な過去の

延長線上の経営を続けています。

典型的な「会社離れできない社長」たちの一例です。

● 家をもらえば妹が反発必至

経営環境が激変し「過去の成功体験が最大の負の資産」「過去と未来が不連続の時代」と言われる今、社会

の変化を捉えられなかったり、変化に対応して自分自身を変化させられない経営者は企業の最大の重荷にな

っています。

経営者は自分のすべてをかけて経営に取り組みます。会社は子供よりも可愛いと言われる所以です。しか

し、経営者が持っておかなければならない意識の一つに「会社の未来と自分の未来は別だ」という問題があ

ります。人は歳を取り老いて行きますが、企業はゴーイングコンサーンとして老いる訳にはいかないのです。

常に環境変化に対応してフレキシブルに経営革新を続ける若さが必要なのです。

つまり、会社の経営計画と個人のライフプランは別であるべきなのです。もし、先代社長が生涯現役を貫

き通し、事業承継の準備を怠っているならば、いずれ残されたものが苦境に陥るのは明白です。経営者は元

気なうちに一度立ち止まり「自分のライフプラン」についてじっくりと考える時間を持つべきではないでし

ょうか？



ＦＦＰＰレレポポーートト

★★★ 悩悩悩めめめるるる相相相続続続第第第５５５弾弾弾！！！

今月は「相続ケーススタディ第５弾」をお送りいたします。

  ５５歳の甲さんは、離れて一人で暮らす高齢な母親の世話をするため、実家に転居することにしました。

母親の死後もできれば家を相続して住み続けたいと思っており、母親も了解していますが、気がかりなのは

妹の存在です。母親の財産は小さな家だけなので、もしも甲さんが希望通り家を相続したいと言い出したら、

妹は不満を抱くはずと不安に思っています。何とか争わずに家を相続する方法はないでしょうか。

● 家をもらえば妹が反発必至 

国税庁が２０１３年に公表したデータによると、日本では相続財産に占める不動産比率は土地４１．５％、

家屋５．２％と合わせて５割近くになります。 

  甲さんの母親のように、主な財産が自宅だけという例は珍しくありません。土地、家屋などの不動産は現 

預金などに比べて分けるのが難しくトラブルになるケースが多く見られます。 

● 家の分け方

法的に言えば、不動産を相続人の間で分ける方法はいくつかあります。 

まず土地をスペース的に分け合うのが「現物分割」ですが、よほど大きな敷地がある家でない限り、現実的 

には難しいと言えます。 

  ２つ目は、家をいったん売却したうえでその代金を分け合う「換価分割」です。甲さんの場合、実家に住

み続けたいと思っているので、家を手放すこの方法は選択肢から外れます。 

  その他には「代償分割」もあります。代償分割とは家を相続した人が他の相続人に対して、自分の財産か

ら現金（代償金）などを渡すことで納得してもらうことです。 

  甲さんの場合は代償分割が希望にかなうようにみえますが、実現には高いハードルがあります。 

  高いハードルとは代償金をいくらにするかです。代償金の額を決めるには家の価値を評価する必要があり

ます。その基準として固定資産税評価額にするか、時価にするかという問題が争点になります。 

  固定資産税評価額は公的な評価ですが、現実の売場動向などを映す時価よりも通常低く、代償金をもらう 

側の相続人は納得しにくいと言えます。逆に時価の場合には、代償金を払う側が難色を示しそうです。一般

的には代償金を支払う側がある程度、譲らないとまとまらない場合が多いようです。 

● 代わりに現金を渡す 

何とか代償金の額を決めたとしても、そのお金をどう用意するのかも重要な問題です。 

甲さんがまとまったお金を持っていない場合は、母親が生命保険に契約し、死亡保険金をあてる方法があ

ります。生命保険契約は保険金の受取人を指定でき、保険金が受取人固有の財産となります。つまり、保険

金は代償金にあてやすいのです。この場合は保険金の受取人を甲さんに指定しておくことが肝心です。 

家は兄が相続するから保険金は妹へ、などと単純に考えてはいけません。先に記述したように保険金は相

続財産ではなく、受取人固有の財産のため、遺留分の計算の対象からは外れるからです。妹が保険金を受け

取ったうえで、最低限の相続権利である遺留分を請求する可能性もあるからです。 

㈱㈱㈱横横横浜浜浜総総総合合合フフフィィィナナナンンンシシシャャャルルルののの西西西尾尾尾ででですすす！！！

相続は人の「思い」も含め難しい問題があります。 

今年の相続税改正以降、相続に関する相談や、トラブルが増加してい

ます。相続に関して不安のある方は早めにご相談下さい。 

ご自身でお悩みの前に、先ずはご相談下さい。 



今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””

優しくて、弱くて、ビビリながら．．． 

それでも強くなった人が「本物」である 

勇気とは、自分の気持ちをコントロールできることを言う。

自分の気持ちや欲を一旦横に置いて冷静になれるのが勇気。

強い人には強い欲と強い恐怖があり、弱い人には弱い欲と弱い恐怖がある。

だから人は、強くても弱くても常に対等である。

★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた

ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．８８) 

★ 人と接していて、手本にしたいと思う人と逆にそうはなりたくないと思う人がいます。しかし反面教師と

はよく言ったもので、そうなりたくない人の行動を見て自分を振り返ってみると、それが自分にも当てはま

り、自分が反省をすることも多々あります。また、物（事柄）へのこだわりも人それぞれですが、ある事に

こだわり過ぎてとても窮屈そうに見える人もいます。他人から見ると自分にもそういう部分があるかもしれ

ません。そのときは必死でも後から振り返ってみると、大したことなかったりするのですよね。(KARINO)

★ 愛知への帰省に初めて夜行バスを使いました。帰省を決めたのが遅かったので新幹線のチケットが取れな

かっただけなのですが、初めてのことはワクワクします。乗ってみると思ったよりも広い座席にビックリ！

出発してひと通りの案内が終わると消灯になってしまうのですが、これまたワクワク。思わず自分でも子供

か!?と突っ込みたくなりましたが、案の定、寝不足になり、せっかくの帰省は頭が冴えないまま過ごすことに

なりました。家族が元気な様子で安心しましたが、次回はもう少し大人になろうと思います。（YAMAMOTO）

★ ８月の２、３日に開催される花火大会を見に長岡に帰省してきました。この花火大会は戦後、戦没者の慰

霊と復興を目的に開催されてきたのですが、２００４年の中越地震の復興祈願のために企画されたフェニッ

クスの打ち上げ以降、観覧者数が増え今年は２日間で１００万人を越えたとのことでした。２ｋｍ以上の幅

で打ち上げられるフェニックスは視界の全てが花火で覆われ、その迫力に圧倒されました。３歳の娘にとっ

て良き夏の思い出になればと思います。皆様にも是非一度は見て頂きたい花火大会です！（TOCHIKURA） 

★ 今朝、カンボジア教育視察弾丸ツアーから帰国し、来週末から４０日間のヒマラヤ遠征に出かけます。

予定していたチベット・ヒマラヤのチョ・オユー（8210ｍ）は突然の中国政府のチベット入国禁止令によ

り登山が出来なくなりました。急遽、検討した結果、世界第６位のチョ・オユーより４７ｍ低い世界第８位

の高峰マナスル（8163ｍ）に行くことになりました。テレビ番組でイモトが登った山と言った方が有名です

が、世界の８千メートル峰の中では唯一１９５６年に日本隊が初登頂を果たし、当時一大登山ブームを巻き

起こした日本人にはゆかりのある山です。三年前にヒムルン（7128ｍ）に登頂して以来の人生最高度．．．「昔、

高い山に登った」という思い出話ではなく、「これから人生で一番高い山

に登る」という成長感にワクワクします。２０代の頃、次々と憧れの岩

壁に逝った山仲間の透き通ったガラスのように純粋な人生に比べると、

見なくても良いモノまで沢山見てしまった汚れた人生かもしれませんが

、いつか天国で再会した仲間に「お前も結構頑張ったじゃない」と言っ

てもらえる人生を突っ走りたいと思います。        （IZUMI）



 TEAM横浜総合事務所 

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞ 

 セミナーのご案内   ※関与先値引き有り

★ “将軍の日” 中期経営計画作成セミナー 

 自社の５年後のあるべき姿と、そのための経営課題を明確にするための一日！ 

日時 ： 平成２７年９月１６日（水）／１０時～１８時 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ５社限定  料金一社 ３２，４００円

昼食代込 （お二人迄参加可） 

★ “未来創造塾” 毎月開催、経営者セミナー  ≪※※※会員募集中※※※≫

 第６回『主要改正項目を分かりやすく解説！平成２７年度 税制改正』 

講師：税理士法人 横浜総合事務所 Ｔｅａｍ税務支援 土屋 和宏 

日時 ： 平成２７年９月１７日（木）／１６時～１８時、終了後実費にて懇親会 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： 都度参加会費 ５，０００円 

★ “後継者育成塾” ４期生募集中

創業者の志を継承する「人財」を育成します！ 

主催：ＮＮ構想首都圏地域会ＬＬＰ 

日時 ： 平成２７年５月１５日（金）～平成２９年３月４日（土） 

場所 ： 日帰り／㈱日本ＢＩＧネットワークセミナールーム（東京駅八重洲口徒歩４分） 

泊まり／湘南国際村センター セミナールーム（逗子駅よりバス２０分） 

募集 ： 全１２日間（内３回１泊２日） ９０万円（税抜き）

ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人材経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、㈱日本エスクロー信託 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人日本フードアドバイザー協会 

㈱パワーズプロジェクトマネージメント、NMC税理士法人税務総合対策室、税理士法人東京クロスボーダーズ 

㈱日本エスクロー信託、ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） 他 

〒231-0021 横浜市中区日本大通 17ＪＰＲ横浜日本大通ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ http://www.yoko-so.co.jp/
 「経営者へのメッセージ」「癒しの森暮らし」のブログにもつながります 


